
創ろう 住民自治の 豊かな地域社会 市民協働の

〇受付期間：令和４年３月１日(火)～３月１８日(金)
8：30～17：15 (土・日を除く)

〇受付場所：甲府市社会福祉協議会ボランティア振興課
甲府市ボランティアセンター
甲府市相生2-17-1 甲府市役所南庁舎1号館2階
電話 ０５５－２２３－１０６１

〇ご寄付いただきたい食品
缶詰、インスタントラーメン・パスタ・うどんなどの乾麺、
レトルト食品、海苔などの乾物、飲料、調味料、お菓子、
お米 など

食品でご配慮いただきたいこと

*賞味期限が明記され、3か月以上あるもの

*未開封で、破損など中身が出ていないもの

*お米は令和３年以降のもの

をお願いいたします

フードアプリケーション プラス！！
食品や生活用品の寄付をお願いいたします

2022年

№106

家庭や企業で余った食品や生活用品をを寄付していただき、子ども支援や
生活支援に関わるNPO法人などを通じて、必要とする方々にお渡しします。
今年度3回目の実施となりますが、まだまだ支援が必要な方がいらっしゃい
ますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

〇ご寄付いただきたい生活用品
洗剤、漂白剤、除菌シート、シャンプー、石鹸、マスク、
トイレットペーパー、ティッシュペーパー、生理用品、
タオル類 など

ボランティア保険加入手続き
令和４年度のボランティア活動保険の加入手続きは、３月１日(火)から開始します。
ボランティア活動をされる個人・団体の皆さんに安心して活動いただけるよう保険の加入をお勧め
しています。（令和3年度の保証期間は令和４年3月31日までですのでご注意ください。）

プラン 保険料

基本プラン 350円

天災・地震
補償プラン

500円

【新設）
特定感染症
重点プラン

550円

補償期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日

従来のプランに加え、特定感染症重点プランが新設されました。
新規でご加入の場合、従来のプランでは補償開始日から10日間は
新型コロナウイルス感染症を含む特定感染症を発病した場合、補償
対象外でしたが、特定感染症重点プランでは補償開始初日から補償
されますので、新規加入の場合は新説のプランをおすすめします。
なお、4月1日付で前年度から継続されて契約した場合は初日から
補償されます。
ボランティア活動保険に関して詳しくは、甲府市ボランティアセン
ターまでお問合せください。

電話 055－223－1061
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み ん な で 支 え 合 う 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り

甲府市中央公民館で令和３年度の手話学習会が始まり

ました。

講座内容としては入門編であり、2月、3月で全4回

の開催です。

感染予防対策としてマスクの着用が日常的となり、聴

覚に障がいのある方などにとっては口の動きを読み取

ることができないためコミュニケーションに支障が生

じることがあり、手話の重要性は一層高まっていると

思います。

今回も昨年度と同様に比較的広い会場で人数も絞って

開催し、できる限りの距離を保ち、フェイスシールド

も併用するなど可能な感染対策を講じています。

今後も手話講座は継続していく予定ですので、その際

にはぜひ皆様のご参加をお願いいたします。

令和３年度手話学習会を開催しています

赤い羽根共同募金
皆様のご協力
ありがとうございます

今年度も昨年10月1日から「赤い羽根共同募金
運動」が実施されています。
長引くコロナ禍の本当に大変な状況にも関わらず、
自治会連合会、民生委員
児童委員協議会、地区社会
福祉協議会、各家庭、学校、
職場などたくさんの皆様の
ご協力により、多くの募金
が寄せられました。
心より感謝いたします。
なお、運動期間は3月末までとなりますので、
引き続き「赤い羽根共同募金運動」へのご協力を
よろしくお願いいたします。

山梨県共同募金会甲府市支会
（事務局）甲府市社会福祉協議会ボランティア振興課

電話 ０５５－２２３－１０６１

福祉教育やボランティア
活動用資機材の貸出
を行っています！

甲府市ボランティアセンター
では、高齢者疑似体験セット、
車いす、白杖、アイマスク、
マイク、プロジェクター、
積み木等、福祉教育やボラン
ティア活動に使用する資器材
の貸出を行っています。
学校や地域等でぜひご活用
ください。

また、一時的に車いすを必要とする方への車いすの
貸出も行っています。
介護保険等制度認定中の方、怪我や病気で一時的に車い
すが必要な方に原則1か月を限度に貸出を行っています。
資機材の貸出について詳しくはお電話でお問い合わせく
ださい。

電話 055－223－1061

（高齢者疑似体験セット）
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